
㊨
基発第 1108002号

平成 18年 11月 8日

厚生労働省労働基準局長

(公 印 省 略)

滋賀労働局長 殿

スタッカークレーンのマス トに使用するアルミニウム合金材について

平成 18年3月9日付け滋労発基第331号をもって照会のあった標記については､

貴兄のとおり取り扱うこととして差し支えない｡



㊨
基発第 1108003号

平成 18年 11月 8日

厚生労働省労働基準局長

(公 印 省 略)

都道府県労働局長 殿

スタッカークレーンのマス トに使用するアルミニウム合金材について

標記について､滋賀労働局長から別紙甲の照会があり､別紙乙のとおり回答したの

で､了知されたい｡



(別紙 甲)

滋 労 発 基 第 3 3 1号

平 成 18年 3月 9 日

長
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厚 生 労 働 省 労 働 基 準 局 長 殿

スタ ッカー ク レー ンのマ ス トに使用す るアル ミニ ウム合金材 について

標記 につ いて､ 当局管内の事業場 か らク レー ン構造規格第 1条第 1項 の規定に基づ き､

下記 1のス タ ッカー ク レー ンのマ ス トに下記 2のアル ミニ ウム合金材 を使 用す る ことの可

否 について照会 が あ りま したので､下記 3に よ り取 り扱 うこ とと し､その場合 には下記 4

の条件 を付す こととして よろ しいか､何分 の ご教示 をお願 い します｡

記

1 スタ ッカー ク レー ンの概要

ク リー ンル ー ム内 にお いて､FPD (FlatPanelDisplay)板 ガ ラス保 管用 の人が搭乗

しない荷物 専用 の荷昇降式床上型 ス タ ッカー ク レー ン

2 アル ミニ ウム合金材の種類

JISH 4100 A6063S-T5

3 取扱い

記 1のス タ ッカー ク レー ンについて ク レー ン構造規格第 1条第 1項 の規 定 に よ り記 2

のアル ミニ ウム合金材 をマ ス トの材料 として使用す るこ とを認 める0

4 使用条件

(1)溶接 に よる加 工は行 わない こと｡

(2) 記 2のアル ミニ ウム合金材 に係 る計算 に使用す る定数 は､ ゴン ドラ構造規格第 2条

に示 され た値 に よるこ ととし､許容応力 (許容座屈応力及び溶着部 の許容応力 は除 く｡)

は､JIS H 4100 に規 定す る耐力 を基準 に して安全率 を 1. 7以上 とな るよ うに定 め る

こと｡

(3) ク レー ンの製造者 は､変形 ､摩耗 の有無等 ､構造部分 に関す る検査 ･保守 事項 を ク

レー ンの設 置者 に説明す るこ と｡







(別紙乙)

基発第 1108002号

平成 18年 11月 8日

厚生労働省労働基準局長

(公 印 省 略)

滋賀労働局長 殿

スタッカークレーンのマス トに使用するアルミニウム合金材について

平成 18年3月9日付け滋労発基第331号 をもって照会のあった標記については､

貴兄のとおり取 り扱うこととして差 し支えない｡


